
豊前市産材利用促進事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は，豊前市産材の利用を促進するため，木造住宅を新築，改築，

増築又はリフォーム（以下「新築等」という。）する者に対して予算の範囲内で

その建築経費を助成する豊前市産材利用促進事業補助金（以下「補助金」とい

う。）の交付に関し，豊前市補助金交付規則（昭和４３年規則第１０号）に定め

るもののほか，必要な事項を定めるものとする。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めると

ころによる。 

（１） 新築 新たに，又は既存の住宅の全部を除去し，若しくは災害等によっ

て滅失した後，住宅（延床面積の２分の１以上を居住の用に供するもの，

かつ，居住の用に供する部分以外の部分の床面積の合計が５０平方メート

ルを超えないものに限る。以下同じ。）を建築することをいう。 

（２） 改築 既存の住宅（専用住宅に限る。以下この号，次号及び第４号にお

いて同じ。）の一部を除去し，又は災害等によって滅失した既存の住宅の

一部を従前と同規模で建築することをいう。 

（３） 増築 既存の住宅の床面積を増加させることをいう。 

（４） リフォーム 既存の住宅の内装工事をすることをいう。 

（５） 豊前市産材 市内で生産され，製材された木材で新品のものをいう。 

 

 （補助対象住宅） 

第３条 補助金の交付の対象となる住宅（以下「補助対象住宅」という。）は，次

の各号のすべてに該当するものとする。 

（１） 建築主自らが居住するために新築等をする木造住宅で，市内において建

築されるものであること。 

（２） 市長が別に指定する新築，改築及び増築に係る構造材又はリフォームに

係る内装材の木材使用材積数量のうち，豊前市産材を５０パーセント以上

使用していること。 



（３） 新築等の施工が市内の事業者によるものであること。 

（４） 原則として，第６条の規定による交付申請をした日の属する年度の末日

までに新築等が完了し，及び第９条の規定による実績報告ができるもので

あること。 

 

 （補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象者は，補助対象住宅の建築主であって，次の各号のす

べてに該当するものとする。 

（１） 市内に住所を有する者（補助対象住宅の新築等に伴い市内に転入する予

定である者（以下「転入予定者」という。）を含む。） 

（２） 補助金交付の申請時に市税等の滞納がない者 

 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は，次に掲げる新築等の区分に応じ，当該各号に定める方法に

より算定した額（その額に千円未満の端数があるときは，これを切り捨てる。）

とし，新築，改築及び増築にあっては４０万円を，リフォームにあっては２０万

円を限度額とする。ただし，市外の製材事業者を利用した場合は，新築，改築，

増築及びリフォームそれぞれ算定した額の８０パーセントとし，上限においても

新築，改築及び増築にあっては３２万円を，リフォームにあっては１６万円を限

度額とする。 

（１） 新築，改築及び増築 補助対象住宅の新築，改築及び増築に係る１立方

メートル単位で表示した木材使用材積数量に１万５千円を乗じて得た額 

（２） リフォーム 補助対象住宅のリフォームに係る１立方メートル単位で表

示した木材使用材積数量に２万円を乗じて得た額 

 

 （補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，豊前市

産材利用促進事業補助金交付申請書（様式第１号）に，次に掲げる書類を添付し

て，補助対象住宅の新築，改築及び増築にあってはそれぞれ新築，改築及び増築

に係る契約後６０日以内かつ棟上げ前に，リフォームにあっては工事着工の５日

前までに市長に提出しなければならない。 



（１）  住民票（転入予定者にあっては、誓約書（様式第２号）） 

（２） 市税等に滞納がないことを証明する書類（証明願 別紙） 

（３） 位置図，平面図及び立面図 

（４） 建設予定地の着工前の写真 

（５） 契約書の写し 

（６） 木材使用予定書（様式第３号） 

（７） 木材使用内訳書（様式第４号） 

（８） その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は，前条の規定による申請があったときは，速やかにその内容を審査

の上，補助金の交付の可否を決定し，豊前市産材利用促進事業補助金交付決定・

却下通知書（様式第５号）により申請者に通知するものとする。 

 

（変更承認申請等） 

第８条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」と

いう。）は，次の各号のいずれかに該当する場合は，豊前市産材利用促進事業補

助金変更等承認申請書（様式第６号）に必要な書類を添付して市長に提出し，そ

の承認を得なければならない。 

（１） 交付決定の内容を変更するとき。 

（２） 補助対象住宅の新築等を中止し，又は廃止するとき。 

２ 市長は，前項の規定による承認をしたときは，豊前市産材利用促進事業補助金

変更等承認通知書（様式第７号）により交付決定者に通知するものとする。 

 

 （実績報告） 

第９条 交付決定者は，補助対象住宅の新築等を完了した日から３０日以内，又は

交付申請をした日の属する年度の末日までに，豊前市産材利用促進事業補助金実

績報告書（様式第８号）に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

（１） 住民票 

（２） 使用木材証明書（様式第９号） 



（３） 木材使用内訳書 

（４） 出荷証明書（様式第１０号） 

（５） 完成時の写真 

（６） その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の確定） 

第１０条 市長は，前条の規定による実績報告があったときは，当該報告の書類を

審査し，必要に応じて現地調査を行うものとする。 

２ 市長は，前項の審査及び現地検査の結果に基づき，補助金の額を確定し，豊前

市産材利用促進事業補助金確定通知書（様式第１１号）により速やかに交付決定

者に通知するものとする。 

 

 （補助金の請求） 

第１１条 交付決定者は，前条第２項の規定により補助金の額の確定通知を受けた

ときは，豊前市産材利用促進事業補助金交付請求書（様式第１２号）により，補

助金の交付を市長に請求しなければならない。 

 

（補助金の交付） 

第１２条 市長は，前条の規定による請求を適当と認めるときは，速やかに補助金

を交付するものとする。 

 

（新築等の承継） 

第１３条 交付決定者の地位を承継した者は，当該交付決定者が有する補助金の交

付を受ける権利を承継しようとするときは，遅滞なく豊前市産材利用促進事業承

継届（様式第１３号）に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

（１） 承継の事実を証する書類 

（２） その他市長が必要と認める書類 

 

（決定の取消し等） 

第１４条 市長は，交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，



補助金の交付を取り消し，又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還さ

せるものとする。 

（１） 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

（２） その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。 

 

 （その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか，豊前市産材利用促進事業の実施に関し必

要な事項は，市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は，平成２５年８月１日から施行する。 


